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平成２９年３月２７日 

 

                       鳥取市長 深 澤 義 彦   

 

鳥取市条例第１６号 

   鳥取市手数料条例の一部を改正する条例 

 鳥取市手数料条例（平成１２年鳥取市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中９４の項を９５の項とし、７１の項から９３の項までを１項ずつ繰り下

げ、同表の７０の項中「８７の項」を「８９の項」に改め、同項を同表の７１の項と

し、同表中５９の項から６９の項までを１項ずつ繰り下げ、同表の５８の項中「２２

４，０００円」の次に「（簡易な評価方法として鳥取市低炭素建築物新築等計画の認

定等に関する要綱（平成２４年１２月４日施行）に定める方法による場合（以下この

項において「簡易評価方法の場合」という。）は８２，０００円）」を、「３５８，

０００円」の次に「（簡易評価方法の場合は、１３９，０００円）」を、「５０９，

０００円」の次に「（簡易評価方法の場合は、２２４，０００円）」を、「６２３，

０００円」の次に「（簡易評価方法の場合は、２９２，０００円）」を、「７３７，

０００円」の次に「（簡易評価方法の場合は、３５２，０００円）」を、「８４１，

０００円」の次に「（簡易評価方法の場合は、４１３，０００円）」を加え、同項を

同表の５９の項とし、同表中５６の項及び５７の項を１項ずつ繰り下げ、同表の５５

の項中「５７の項」を「５８の項」に改め、同項を同表の５６の項とし、同表中１１

の項から５４の項までを１項ずつ繰り下げ、同表の１０の項中「１４の項」を「１５



の項」に改め、同項を同表の１１の項とし、同表の９の項の次に次の１項を加える。 

１０ 建築物エネルギー消

費性能確保計画に対

する審査（工場等以

外及び工場等を有す

る建築物の場合、工

場等以外の床面積に

定める額及び工場等

の床面積で定める額

を合計した額とす

る。） 

建築物エネルギー消費性能の評価をモデル建物法入

力支援ツールで行った場合 

３００平方メー 

トル未満のもの 

工場等以外 １件につき 

８２，０００円 

工場等 １件につき 

１８，０００円 

３００平方メー

トル以上２，０

００平方メート

ル未満のもの 

工場等以外 １件につき 

１３７，０００円 

工場等 １件につき 

３５，０００円 

２，０００平方

メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの 

工場等以外 １件につき 

２２２，０００円 

工場等 １件につき 

８９，０００円 

５，０００平方

メートル以上１

０，０００平方

メートル未満の

もの 

工場等以外 １件につき 

２９０，０００円 

工場等 １件につき 

１３４，０００円 

１０，０００平

方メートル以上

２５，０００平

方メートル未満

のもの 

工場等以外 １件につき 

３４８，０００円 

工場等 １件につき 

１６７，０００円 

２５，０００平

方メートル以上

のもの 

工場等以外 １件につき 

４０９，０００円 

工事等 １件につき 

２０７，０００円 

建築物エネルギー消費性能の評価を標準入力法又は 



  主要室入力法で行った場合 

３００平方メー

トル未満のもの 

工場等以外 １件につき 

２１４，０００円 

工場等 １件につき 

２１，０００円 

３００平方メー

トル以上２，０

００平方メート

ル未満のもの 

工場等以外 １件につき 

３４６，０００円 

工場等 １件につき 

４０，０００円 

２，０００平方

メートル以上

５，０００平方

メートル未満の

もの 

工場等以外 １件につき 

４９３，０００円 

工場等 １件につき 

９６，０００円 

５，０００平方

メートル以上１

０，０００平方

メートル未満の

もの 

工場等以外 １件につき 

６０８，０００円 

工場等 １件につき 

１４１，０００円 

１０，０００平

方メートル以上

２５，０００平

方メートル未満

のもの 

工場等以外 １件につき 

７１８，０００円 

工場等 １件につき 

１７５，０００円 

２５，０００平

方メートル以上

のもの 

工場等以外 １件につき 

８２０，０００円 

工場等 １件につき 

２１６，０００円 

別表第１備考第７項中「６６の項」を「６７の項」に改め、同項を同表備考第８項

とし、同表備考第６項中「５８の項又は５９の項」を「５９の項又は６０の項」に改

め、同項を同表備考第７項とし、同表備考第５項中「６０の項」を「６１の項」に改



め、同項を同表備考第６項とし、同表備考第４項中「６０の項」を「６１の項」に改

め、同項を同表備考第５項とし、同表備考第３項中「５５の項」を「５６の項」に改

め、同項を同表備考第４項とし、同表備考第２項中「１０の項」を「１１の項」に、

「１３の項」を「１４の項」に改め、同項を同表備考第３項とし、同表備考第１項の

次に次の１項を加える。 

２ １０の項による適合性判定を受けた建築物の計画を変更する場合にあっては、

当該計画の変更後の床面積（増加する部分を除く。）に２分の１を乗じて得た床

面積に、増加又は減少する部分の床面積を加えた面積によって手数料を算定する。

また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成２８年国

土交通省令第５号）第１１条による軽微な変更に関する証明書の交付を求める場

合の手数料においても同様とする。 

  附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 


